
令和5年3月31日までに被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方は、受給者証の切り替えが必要で

す。受給者証を切り替えない場合でも、記載の有効期間まで利用することできますが、有効期間満了後は

失効しますので、早めの切り替え申請をお願いします。

被爆体験者精神医療受給者証の切り替え及び新規申請方法につきましては、裏面を御確認ください。

！

（申請者用）令和５年（2023年）４月１日から 事業を拡充します。

被爆体験者精神影響等調査研究事業拡充の概要

被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14年度より、被爆体験（「キノコ雲を見た」「光を見た」等）が原因の精神

疾患（PTSD等）及びその合併症について医療費（本人自己負担分）を助成しています。

これまでも、多くの合併症を追加してきましたが、事業開始から20年が経過し、被爆体験者の高齢化が進んでいることに鑑み、

令和5年度より、次のとおり大きく事業を拡充いたします。

１．対象者について

居住する場所に限らず、第二種健康診断受診者証の交付を受け（原子爆弾が投下された当時胎児であった者を除く）、

被爆体験が原因の精神疾患に罹患していることを認められた方が、本事業の対象となります。

本事業の医療費の助成を受けるためには、第二種健康診断受診者証に加えて、被爆体験者精神医療受給者証の取得が

必要になります。

３．一部のがんの医療費助成について

上記調査を実施するにあたり、令和5年4月1日より、下記の｢がん｣について、医療費の助成が受けられるようになります。

がんの医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。

※新被爆体験者精神医療受給者証については、裏面「６.新受給者証の交付及びがんの追加手続き」をご覧ください。

医療費助成の対象となる｢がん｣

胃がん 、大腸がん 、肝がん 、胆嚢がん 、膵がん 、乳がん 、子宮体がん

４．医療費助成の対象となる疾病について

【 現 行 】 被爆体験者精神医療受給者証に記載されている対象精神疾患及び対象合併症のみ

【令和5年4月1日～】 被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患又は関連する身体化

                                   症状・心身症であれば、以下を除き医療費助成の対象になります.

                                 （精神疾患及び対象合併症の認定手続きは不要）

5．更新申請手続きの廃止について

これまで3年毎に被爆体験者精神医療受給者証の更新申請手続きが必要でしたが、令和5年4月以降は、更新申請手

続きが不要となります。 ただし、1年に1度の精神科への受診がない場合、受給者証が失効となりますのでご注意ください。

※長期入院中であるなど、やむを得ず精神科を受診出来ない場合は、かかりつけ医等による書類の提出が必要です。

詳しくは、長崎県または長崎市へご相談ください。

医療費助成の対象とならない疾病

・がん（一部のがんを除く） ・感染症 ・外傷 ・遺伝性疾病 ・先天性疾病

・被爆体験以前にかかった精神病 ・むし歯のうちC1、C2、Ce（エナメル質初期う蝕）

２．合併症とがんの関連性に関する調査について

令和5年度から、合併症と｢がん｣についての研究がスタートいたします。

匿名化された診療報酬明細書のデータにより、合併症とがんの関連性について調査研究していく予定です。

被爆体験者精神医療受給者証の交付申請には、上記調査に対する同意が必要になります。



６．新受給者証の交付及びがんの追加手続きについて

・ 新被爆体験者精神医療受給者証の交付を受けるためには、新たに切り替え申請書の提出が必要です。

申請書の提出後、新被爆体験者精神医療受給者証を交付いたします。

・ 「がん」の医療費の助成を受けるためには、申請手続きが必要です。

・ 被爆体験者精神医療受給者証の交付申請が必要です。

・ お住まいの地域によって申請先が異なりますので、御確認のうえ、ご相談ください。

既に被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方（新受給者証への切り替え）

第二種健康診断受診者証をお持ちでない方

・ 本制度を利用するには、第二種健康診断受診者証を取得していただく必要があります。

・第二種健康診断受診者証取得にはお住まいの自治体へ申請が必要です。

第二種健康診断受診者証をお持ちの方

被爆体験者精神医療受給者証をお持ちでない方

問い合わせ先

宮崎県庁 福祉保健部 健康増進課 健康づくり・歯科保健担当

〒 880-8501 宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番1号

TEL：0985－26－7078

【第二種健康診断受診者証に関する問い合わせ・申請先】

【被爆体験者精神医療受給者証に関する問い合わせ・申請先】

（令和５年３月29日）

〇長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課

〒850-8570 長崎市尾上町3-1

TEL 095-895-2471

下記の地域にお住まいの方は、長崎県へお問い合わせください。

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、

長崎県（長崎市を除く）、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

〇長崎市原爆被爆対策部調査課

〒850-8685 長崎市魚の町4番1号

TEL 095-829-1147

下記の地域にお住まいの方は、長崎市へお問い合わせください。

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、

愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、長崎市

第二種健康診断受診者証をお持ちの方

第二種健康診断受診者証をお持ちでない方
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